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地区 受付会場 2月 午前（9:00～12:00） 午後（13:00～16:00）

豊
浜

豊浜
中央公民館
２階講堂

16日(金) 本町、中之町 上田井、東町、港町、南
19日(月) 東浜、須賀　 北原、五軒屋、岡、直場、道溝、林

20日(火) 長谷、雲岡、野々池、大坪、院内、梶谷、本村、
大平木、道溝東、苗手 関谷、堀切、西原、箕浦

大
野
原

大野原
中央公民館
３階講義室

21日(水) 高尾、大造、大福、大道、上中、下中 中村、早本、道上、笠松、寺家
22日(木) 海老済、有木、田野々、尾合谷、内野々、井関 四軒屋、白坂、石砂

26日(月) 残水、植松、岡之塔、下林、ひうち、札場、
ビレッジハウス大野原 屋敷、瀬後、豆塚、雉子原

27日(火) 高松、上杉林、下杉林、辻 西の後、八兵、大鞘、大鞘西団地、宮之下、
下木屋、十三塚、林

28日(水) 花稲（花稲北、本村、中林、先林） 中姫（赤岡、東村、中央、安井）
29日(木) 池之内、福田原、丸井南、柏原 西丸井、丸井北、青岡、宮前、中関

地区 受付会場 ３月 午前（9:00～12:00） 午後（13:00～16:00）
伊
吹 伊吹支所 １日(金) 伊吹町 伊吹町

観
音
寺

市役所
２階

２０３会議室

４日(月) 流岡町　　 村黒町、出作町　
５日(火) 新田町　 池之尻町　

６日(水) 南町、港町、西本町、蛭子、琴浪町、瀬戸町、
三本松町 植田町

７日(木) 柞田町（八丁、山王、下野、北岡、玉田）　　 柞田町（大畑、油井、山田）
８日(金) 原町、柞田町（黒渕） 柞田町（上出、中出）　
11日(月) 柞田町（下出） 吉岡町

12日(火) 茂木町、茂西町、上市、川原、有明町、八幡町、
天神町　

坂本町、幸町、明星、殿、中央、柳、青柳、
駅通、三架橋通、 栄町、昭和町、七間橋、
中洲、中新、若宮、春日、大和、上若

13日(水) 粟井町（上野、奥谷、宮下団地）、木之郷町 粟井町（出晴、信末、本庄、常次、竹成）
14日(木) 室本町、高屋町（西上、西下） 高屋町（岡東、岡西、明上、明下、当免）
15日(金) 本大町 中田井町、古川町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先　税務課 市民税係　☎２３−３９２２

※最終受付時間　午後３時45分

●申告相談会場での注意点
・感染症対策のため、申告相談会場ではマスクの着用と手指消毒のご協力をお願いします。
・受付時に申告内容について確認します。内容により受け付けの順番が前後する場合があります。

市・県民税（住民税）、国民健康保険税等の申告相談が始まります

・本人確認書類（マイナンバーカードもしく
は通知カード＋運転免許証、保険証など）

・事業所得（農業、営業など）や不動産所得
がある人は、収支内訳書が必要です。事前
に収支内訳書を完成させ、収入や必要経費
が分かる帳簿や領収書なども申告相談会場
へ持参してください。

・給与、公的年金などの源泉徴収票

□✓  土地や建物の売却による譲渡所得
□✓  上場株式の売却による譲渡所得、または上場株式の配当所得
□✓  初めての所得税の住宅借入金等特別控除申告
□✓  青色申告、準確定申告（死亡した人の確定申告）

e -Taxや観音寺税務署で
申告してください

・一時所得（生命保険一時金、損害保険返戻金など）や
雑所得（個人年金、太陽光発電売電収入など）があ
る人は、その収入や必要経費が分かるもの

・社会保険料、生命保険料、地震保険料などの各種控
除証明書、寄附金などの支払証明書

・医療費控除の明細書。明細書は事前に完成させ、申
告会場へ持参してください。

・通帳口座番号（所得税の還付や納税がある人のみ）

申告に必要なもの

申告相談会場で受け付けできない申告

　第２次観音寺市総合振興計画の後期基本計画で、
まちづくりの方向性が示されたことから、観音寺
市教育大綱の見直しを行いました。
　観音寺市教育大綱は、観音寺市総合教育会議に
おいて、次代を担う子どもたちをはじめとする全
ての市民を対象として議論を重ね、心豊かな子ど
もの育成、人々の豊かな交流、そして、ふるさと

Ⅰ　豊かな人間性を育む教育の推進

Ⅱ　青少年の健全育成活動の推進

Ⅲ　生涯学習体制と学習機会の充実

Ⅳ　生涯スポーツの推進

Ⅴ　歴史、文化、芸術の継承と創造

Ⅵ　人権教育と人権啓発活動の推進

１　確かな学力と豊かな人間性の形成
２　特別支援教育の推進
３　幼保こ小中連携教育の推進
４　学校施設の改修と統合の推進
５　食育の推進と学校給食施設の整備

１　健全育成活動の推進
２　補導活動の推進と少年問題相談体制の充実

１　生涯学習推進体制の充実
２　学習機会の拡充

１　スポーツ環境の整備
２　スポーツ団体の育成や情報提供の充実

１　文化芸術活動の推進
２　文化財の保存と活用
３　文化芸術関連施設の活用

１　人権教育の推進
２　人権啓発活動の推進

への愛着心の醸成という思いをキャッチフレーズ
化し、その実現に向けての基本目標および基本方
針を示したものです。
　観音寺市教育大綱に掲げる目標を着実に推進し、
市民の皆さんがそれぞれのライフステージにおい
て、豊かで輝く人生を実現できる、ときめきのま
ちの創造をめざします。

抜粋して掲載しています。詳細は市ホームページで確認できます。

問い合わせ先　企画課　☎２３−３９１７　教育総務課　☎２３−３９３７

観音寺市教育大綱を改定しました観音寺市教育大綱を改定しました

人が輝き  未来を拓
ひ ら

く  ときめきのまち観音寺

基本理念

基本目標 基本方針
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　軽自動車税（種別割）は、登録を抹消しない
限り毎年課税されます。車検切れなどで車に乗
っていない場合も、令和６年４月１日時点で車
を所有している人は、令和６年度の軽自動車税

（種別割）を納めなければいけません。
　所有者が市外へ転出または死亡した場合など
は、早めに住所・名義変更や廃車の手続きをし
てください。

　ポイント付与対象期間中に銭形Ｋマネーで決済す
ると、決済金額に応じポイントが付与されます。
●付与内容　

銭形Ｋマネー決済で、１００円ごとに２ポイント
付与

　※ポイントは２営業日後に付与
●付与対象期日　２月29日(木)まで
●付与上限　５０００ポイント
●ポイント有効期限　３月31日(日)まで
※上記期日までにポイントをマネーに交換してくだ

さい。
問い合わせ先

銭形Ｋコイン事務局問い合わせセンター
☎０５７０－００２９９９

（午前９時～午後５時）
※土・日曜日、祝日を除く

　原油価格・物価高騰に直面する農林漁業者の経
営を支援するため、支援金を交付します。詳しく
は市ホームページを確認してください。
●対象　

市内に住所または事業所を有する販売農家、林
業、海面漁業経営体（個人・法人）

●支給額　１経営体につき３万円（１回限り）
※認定農業者、認定新規就農者、畜産業者、海面

漁業者は１経営体につき５万円
●申請期限　３月15日(金)まで（当日消印有効）
●必要書類

①令和４年分または令和５年分の確定申告書ま
たは住民税申告書の写し

　（令和５年中に経営を開始した人は出荷伝票
または販売伝票の写し）

②振込口座が確認できる申請者名義の通帳など
の写し

③印鑑（法人の場合は代表者印）
※その他、申請書兼請求書と誓約書は市ホームペ

ージからもダウンロードできます。
問い合わせ先　農林水産課　☎２３−３９３１

手続き先
転出した場合 死亡した場合

原動機付自転車
（125cc以下のバイク）

転出先の市区町村 市税務課または各支所
小型特殊自動車

（トラクター・コンバインなど）

軽自動車 転出先の
軽自動車検査協会

軽自動車検査協会香川主管事務所
☎０５０−３８１６−３１２２

自動二輪
（125ccを超えるバイク） 転出先の運輸支局 四国運輸局香川運輸支局

☎０５０−５５４０−２０７５

問い合わせ先
　税務課 収納係　☎２３−３９２２
　　　　 　　　　Ⓕ２５−５９００
　大野原支所　 　☎５４−５７００
　　　　　　　 　Ⓕ５４−５０２９
　豊浜支所　　 　☎５２−１２００
　　　　　　　 　Ⓕ５２−３１１３
　伊吹支所　　 　☎２９−２１１１
　　　　　　　　 Ⓕ２９−２６６６

変更手続きを忘れずに
軽自動車等所有者の住所・名義変更や廃車

　堆肥生産者から完熟牛ふん堆肥やバーク堆肥、
もみ殻堆肥を購入し、補助金の交付を希望する人
は申請してください。
●補助対象

令和５年３月１日(水) ～令和６年２月29日(木)
の間に購入した堆肥

●受付期間　２月１日(木) ～３月１日(金)
　　　　　(土・日曜日、祝日を除く）

●申請場所
ＪＡ香川県豊南農業振興センター、ＪＡ香川県
三豊農業振興センター、ふれあいセンター観音
寺店、ＪＡ香川県観音寺市内各支店営農窓口・
各事業所、よりそいプラザ一ノ谷
(申請書はふれあいセンター豊南店、和田事業
所、農林水産課や大野原支所、豊浜支所にもあ
ります)

●注意　
堆肥散布後は速やかに耕起するなど、周辺環境
に配慮してください。
問い合わせ先　農林水産課　☎２３−３９３１

　エネルギー価格高騰の影響を受けている事業者を
支援するため、支援金を交付します。詳しくは市ホ
ームページを確認してください。
●要件　
・市内に住所または事業所を有する中小企業者、個

人事業主
・令和５年７月から12月までのうち任意の１カ月に

おいて、支払ったエネルギー経費（電気、ガス、
ガソリン、灯油、軽油、重油に係る経費）の合計
額が３万円以上であること　など

●申請方法
必要書類を郵送（簡易書留）または商工観光課（市
役所３階）へ持参

●給付金　
１事業者につき、エネルギー経費の合計額の区分
に応じ、３万・６万・９万・15万円　

●申請期限　３月15日(金)まで（当日消印有効）
問い合わせ先　商工観光課
　　　　 　　 ☎２３−３９３３

観音寺市電子地域通貨 銭形Ｋコイン
２月末までのお買い物は
１００円ごとに２ポイント付与されます

観音寺市農林漁業者
物価高騰対策支援金

観音寺市有機農産物
生産振興対策事業補助金

観音寺市中小企業者
エネルギー価格高騰対策支援金

●対象　住民税非課税世帯
令和５年12月１日時点で本市に住所がある世
帯で、世帯全員の令和５年度分住民税均等割
が非課税である世帯（課税者の扶養親族等の
みで構成された世帯を除く）

●申請方法
市から対象世帯へ書類を発送します。

（令和６年１月下旬以降順次発送予定）
※世帯により申請方法が異なります。詳しくは

市ホームページまたはお手元に届く書類を確
認してください。

●給付金　１世帯あたり７万円

問い合わせ先　社会福祉課 福祉総務係
　　　　　　　☎２３−３９３０

給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取に注意！
　市の職員が、ＡＴＭ（現金自動預払機）の操作や
手数料などの振り込みをお願いすることはありませ
ん。自宅や職場などに不審な電話や郵便があった場
合は、すぐに市役所または警察署（＃９１１０）に
連絡してください。

注意
「観音寺市農林漁業者物価高騰対策支援金」と「観
音寺市中小企業者エネルギー価格高騰対策支援
金」については、重複して申し込むことができ
ません。詳しくは担当課に問い合わせてください。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

漁業者農林業者
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件名 観音寺市地域公共交通計画（案）

公募期間 １月25日(木) ～２月26日(月)

資料
配置場所

地域支援課、市役所総合案内所、
各支所、市ホームページ

提出先
〒768-8601（住所記載不要）
観音寺市地域支援課
Ⓕ２３−３９５４　
Ⓔtiikisien@city.kanonji.lg.jp

提出方法
指定の意見書に必要事項を明記の
上、郵送またはＦＡＸ、電子メー
ル、持参により提出（郵送の場合
は当日必着）

注意 電話や口頭、匿名での意見は不可

問い合わせ先 地域支援課　☎２３−３９４９

戸籍証明書（戸籍謄本）等の
広域交付が始まります

戸籍届出時に戸籍証明書（戸籍謄本）等の
添付が不要となります

　本籍地以外の市区町村の窓口で、戸籍証明
書や除籍証明書を請求できます。
●請求場所

本籍地が遠くにある人でも住まいや勤務先
など、最寄りの市区町村の窓口で請求可能
●請求できる人

本人、配偶者、父母・祖父母(直系尊属)、子・
孫（直系卑属）
●注意点

戸籍証明書等を請求する人が市区町村の窓
口までお越しください。郵送や代理人によ
る請求はできません。
窓口来庁者の本人確認のため、顔写真付き
の身分証明書の提示をお願いします。（運
転免許証、マイナンバーカードなど）

　これまで婚姻届等を本籍地ではない市区町村の
窓口に届け出を行う場合、戸籍証明書等の添付が
必要でしたが、原則不要となります。
※詳しくは、法務省のホームページを確認するか

市民課まで問い合わせてください。
問い合わせ先　市民課 戸籍・年金係
　　　　　　　☎２３−３９２４

　戸籍法の一部を改正する法律（令和元年法律第17号）が施行され、令和６年３月１日から次のとおり
変わります。

パブリック・コメントを募集します

令和６年３月１日から戸籍の手続きが便利になります

　知りたい情報や市の魅力を分かりやすくお伝えし、
また、見ていてほっとできるようなページになるよう、
ホームページのデザインを刷新します。ホームページ
のアドレス（ＵＲＬ）に変更はありません。これから
も観音寺市の最新情報を随時お知らせしていきます。
●注意
　１月25日午前10時以降に新しいホームページに切り
替わりますが、お使いのブラウザ（パソコン・スマー
トフォン）のキャッシュ（閲覧履歴）により、新しい
ホームページがすぐに表示されない場合があります。
キャッシュを削除し、再度ホームページを読み込んで
ください。

問い合わせ先　秘書課 広聴広報係　☎２３−３９１５　Ⓕ２３−３９２０

主なリニューアル内容
●検索機能の充実　　　　　　　　−　ページ右上に「目的でさがす」ボタンを常時表示
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「ごみの分け方検索」を追加
●市の魅力を伝えるトップページ　−　観光・イベント情報、見どころを分かりやすく
●デザインを一新　　　　　　　　−　白色、水色、黄色を基調にすっきりしたデザインに
●スマートフォンでも見やすく　　−　ボタンの配置など、操作しやすいレイアウトに

市のホームページが１月25日から新しくなります　

　魅力的な観音寺市の風景を撮影した写真を募集します。題材のジャンルは問いません。入賞作品は市の
観光ＰＲに使用させていただきます。

●応募規定
・令和６年１月１日以降に市内で撮影したもの
・未発表または発表予定のないもの
・市内で撮影したことが確認できるもの
・作品は単写真とし、応募点数は１人４点まで
●サイズ

カラープリント四つ切り（Ｗ４は可能）
●応募方法

作品の裏面に応募票（自作可）を貼付し、観
光協会事務局へ持参または郵送してください。
応募用紙は道の駅ことひきや大正橋プラザ、
市役所（総合案内所、商工観光課）、各支所
にあります。

●締め切り　
12月28日(土)必着

●審査・発表
令和７年１月下旬に審査し、直接入賞者に通
知します。入賞作品は市内の主要な公共施設
で展示・発表します。

●注意
・応募作品は返却しません。
・応募作品の著作権は、撮影者に帰属します。
・観光ＰＲなどに活用するため、応募作品の使

用に関しては主催者（観音寺市観光協会）に
一任いただきます。

・入賞作品は、賞品と引き換えにネガまたはデ
ータを提出してください。
応募先・問い合わせ先

〒７６８−００６２
観音寺市有明町３番３７号
観音寺市観光協会事務局　☎２４−２１５０

オールシーズンフォトコンテスト　作品募集

　成年後見制度は本人の権利を守るために重要
な制度です。また、遺言書は被相続人が生前に

「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」に
ついての意思表示を書面に残したものです。遺
言書を作成する際に知っておいたほうが良い基
本的なことや、自筆遺言と公正証書遺言の違い、
遺言の事例などが学べます。
●日時　２月27日(火)
　　　　午後２時～午後３時30分
●場所　観音寺市立中央図書館２階　
　　　　多目的ホール
●講師　秋月　智美　弁護士
●受付期間　２月22日(木)まで
●定員　１００人
申し込み・問い合わせ先
　観音寺市社会福祉協議会 在宅福祉課
　☎２５−７７５２

「成年後見制度と遺言書講座」を
開催します


